
一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会の概要と 

今後のスケジュール等について 

 

１．委員会の概要 

  八戸清掃工場及び八戸市最終処分場の更新時期が迫る中、持続可能で安定的な廃棄物の

処理に向け、今後の一般廃棄物処理施設の整備方針等を調査・審議するための会議を新た

に設置するもの。 

 

２．委 嘱 期 間       令和４年８月２日から審議終了まで 

 

３．今後のスケジュール及び審議内容（案） 

【令和４年度】 一般廃棄物処理施設整備基本構想に関する審議 

令和４年８月        委嘱、諮問 

第１回委員会 委員会の概要と今後の進め方 

施設見学（清掃工場、リサイクルプラザ、八戸市最終処分場） 

 ９月 第２回委員会 一般廃棄物処理施設整備基本構想素案審議 

 ・ごみ処理の現状と課題及び広域化／民間活用等調査結果の整理 

 ・施設の新設／延命化／民間活用の検討 

 ・施設整備方針の検討（中間処理、最終処分） 

11月 第３回委員会 一般廃棄物処理施設整備基本構想素案審議 

 ・施設整備方針の決定（中間処理、最終処分） 

・中間処理に関する基本構想の検討 

 ・最終処分に関する基本構想の検討 

５年１月 第４回委員会 一般廃棄物処理施設整備基本構想素案取りまとめ 

２月 基本構想案パブリックコメント募集 

３月 第５回委員会 一般廃棄物処理施設整備基本構想素案最終確認 

答申 

【令和５～６年度】 一般廃棄物処理施設整備基本計画及び適地調査に関する審議 

【令和７～８年度】 一般廃棄物処理施設整備基本計画に関する審議 
 

令和４年８月２日 

第１回検討委員会 

〈委員会の職務〉 

※八戸地域広域市町村圏事務組合一般廃棄物処理施設整備方針検討委員会条例(案)より抜粋  

委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び検討をし、そ

の結果を答申する。 

⑴ 一般廃棄物処理施設整備基本構想に関すること。 

⑵ 一般廃棄物処理施設整備適地調査に関すること。 

⑶ 一般廃棄物処理施設整備基本計画に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項 

【 資 料 ２ 】 


